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(そ の 1)

(ふ り が な

政 治 団 体 の

せいゆ うかい・
称

誠友会

2 主 た る事 務 所 の 所 在 地

福岡市博多区千代 3丁 目3番 4号、第 15岡部ビル 4階
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連絡先

(担 当者 )
藤田 修司

資金管理団体の指定の有無

□ 無

日 有

(以下は、指定「有」の場合のみ記入)

公 職 の 種 類

(現職・候補者の別 )

福岡県知事

現職

資金管理団体

の届 出を した

者 の 氏 名
服部 誠太郎

国会議員関係政治団体の区分
□ 政治資金規正法第19条の 7第 1項

第 1号に係る国会議員関係政治団体

□ 政治資金規正法第19条の 7第 1項
第 2号に係る国会議員関係政治団体

公職 の候補者

の  氏  名

公 職 の 種 類

(現職・候補者の別)

(電 話 )

092-631-2705

※ 事務担当者の連絡先も収支報告書の閲覧等の対象に含まれます。

必須様式(1/4)
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(その2)

1収支の総括表

2収入項目別金額の内訳

(1)個人の負担する党費又は会費

金 額
∩
〉

］貝 数   (党費又は会費を納入 した人の数 )

∩
）

①+②

① (前年報告書の繰越額)

② (本年の収入)

(そ の13の 合計 を記入 )

+②一③

83′ 813′ 107

30′ 529′ 229

53′ 283′ 878

収 入 総 額

63′ 267′ 932支 出 総 額

20′ 54)5′ 175翌年への繰越額

(2)寄附

ア 寄附 (イ を除く。)の 区分 金 額 備 考

0 内訳を (そ の 7)に記入
(寄附者の区分 :個 人 )

0

0
内訳を (そ の7)に記入
(寄附者の区分 :法 人その他の団体)

1′400′ 000 内訳を (そ の7)に記入
(寄附者の区分 :政治団体)

1′ 400′ 000

0

④

イ 政党匿名寄附 0 ⑤

合 計 (ア +イ )
1′ 400′ 000 ④十⑤

必須様式(2/4)

(前年からの繰越額)

(本年 の 収 入 額 )2収 入項 目別金額の内訳 の (1)～ (6)の 計

(ア )個人からの寄附

(う ち特定寄附 )

(イ )法人その他の団体からの寄附

(ウ )政治団体からの寄附

/」 言ヽ十 ((ア )+(イ )+(ウ ))

(寄附のうち寄附のあっせんによるもの)



(その3)

(3)機関紙誌の発行その他の事業による収入  (「政治資金パーティー」の場合は欄外の※に注意すること。)

事 業 の 種 類 金 額 (円 ) 備考 (※政治資金パーティ―の場合は要記入 )

令和 4年 服部誠太郎政経文化セ ミナー (北九州 ) 70′000 令和 4年 12月 27日 開催
北九州市小倉北区浅野 2丁 目14番 2号 リーがロイヤルホテル小倉 4階 「ロイヤルホール」

令和 5年 服部誠太郎政経文化セ ミナー (筑後 ) 7′ 700′ 000 令和 5年 1月 19日 開催
久留米市天神町 1番 6号 ハイネスホテル久留米 5階 「千歳の間」

令和 5年 服部誠太郎政経文化セ ミナー (筑豊 ) 5′ 230′ 000 令和 5年 2月

飯塚市新立岩

13
12

日開催
番 37号  のがみフ

°
レシ

ヾ
デントホテル4階 「王朝 。大和の間」

令和 5年 服部誠太郎政経文化セ ミナー (京築 ) 5′ 200′ 000 令和 5年 4月 25日 開催
行橋市宮市町 9-18 みやこホテル 「瑞宝」

令和 5年 服部誠太郎政経文化セ ミナー (福岡) 22′ 460′ 000 令和 5年 11月 8日 開催
福岡市中央区渡辺通 1丁 目 1番 2号 ホテルニューオータニ博多 4階 「鶴の間」

令和 6年 服部誠太郎政経文化セ ミナー (北九州 ) 6′ 829′ 945 令和 6年 1月 10日 開催
北九州市小倉北区浅野 2丁 目14番 2号 リーがロイヤルホテル小倉4階 「エンパイアルーム」

令和 6年 服部誠太郎政経文化セ ミナー (筑後 ) 3′ 670′ 000 令不口6年 1月 26日 開催
久留米市天神町 1丁 目6 ハイネスホテル久留米 5階 「千歳の間」

令和 6年 服部誠太郎政経文化セ ミナー (筑豊 ) 710′ 000 令和 6年 2月 7日 開催
飯塚市新立岩 12番 37号  のがみプレシ

゛
デントホテル4階 「王朝 。大和の間」

この 頁 の 小 計 51′ 869′ 945

ノゝ ニユ.

口 Ir=1
51′ 869′ 945

※ 堂宝塞肇金変上■2∠二 に_よl型I又“△菫:L:D二る_鯵仝 生ェ___墜:拠[≧1重:類ユ_」腱 :は政盤髪艶:金4量三Z∠三
=2生

重壁≧二_塁≧1額虹」阻に上国■△⊆丞≧璽
_2i=立l∠三二重差⊇」との生の五当回二_生二__旦誼童⊥_皿LLL=」菌」崖空巳上L旦▲_皿生金分⊆型趙」量L_盟」崖全身生_1豊□層塾2笞壺口」墨整LLと_生塾鐘

=主
五二上ュ_

重堕量箋金∠墾三二∠三二±也⊆と政二澄旦1杢_≧圭」亘菫⊆塑∃上⊥
`上

場全二五
`丞

ユL_童
=2旦

及」び当三21塾Z凶り空延 墜∠≧名ЙLを_上位左 L」肛に量曇蛙主う_二_と。_
また、収入が 1千万円以上である政治資金パーティー (=「特定パーティー」)については、様式 (その 10)も記載すること。 事業収入



(その6)

(6)その他の収入

摘
■百
3て 金 額 (円 ) 備  考

こ の 頁 の 小 計
∩

）

13′9331件 10万 円 未 満 の もの

△
rコ

曇上
口 I

13′933

1 10 の つ い て の の
′

=)い
括 して 「1件 10万 円未満のもの」欄に

合算 して計上すること。
なお、預金利子については、同一金融機関の同一種類の預金利子であれば、証書番号が異なっていても、まとめて 1件 とし、

その利子の合計額が10万 円以上であれば、収入年月日ごとに内訳を記載すること。
その他収入



(その7)

(7)寄附の内訳 (寄_田[者≦ユl区_分ごとに別葉とすること) 寄附者の区分 政治団体

寄附者の氏名
(団体にあつては、その名称)

金額 (円 ) 年月日 住所 (団体にあっては、主たる事務所の所
在地 )

職業 (団 体にあって
は、代表者の氏名 )

備 考

福岡県薬剤師連盟 400′000 R5。 9。 8 福岡市博多区住吉 2丁 目20-15 原 口 亨

福岡県医師連盟 1′ 000′ 000 R5。 10。 25 福岡市博多区博多駅南 2丁 目9-30 蓮澤 浩明

この 頁 の 小 計 1′ 400′000

そ の 他 の 寄 附 0

ノゝ
rコ

二 :

昌T 1′ 400′ 000

※  「主たる事務所の所在地」欄については、県外にあっては都道府県名から、
県内にあっては市郡名から記入 してください。

※ 同一の者からの寄附で年間 5万円を超えるものについては、内訳を記載すること。なお、 5万円以下の寄附であっても、必要に
応 じて記載して差 し支えないが、 5万円以下の寄附については、一括 してその合計額を 「その他の寄附」欄 (下から2行 日)に記
載することができる。

寄附の内訳



●
(その10)

(10)機関紙誌の発行その他の事業による収入 (その3)のうち特定パーティーの対価に係る収入の内訳

特定パーティーの名称
対価に係る収入
の金額 (円 )

対価の支払
をした者の数

開催年月日 開催場所
(所在地及び会場名 )

備 考

令和 5年 服部誠太郎政経文化セ ミナー (福岡) 22′ 460′ 000 791 R5.11.8 福岡市中央区渡辺通 1丁 目1番 2号
ホテルニューオータニ博多 4階 「鶴の間」

令和 6年 服部誠太郎政経文化セ ミナー (筑後 ) 3′ 670′ 000 142 R6.1.26 久留米市天神町 1丁 目6
ハイネスホテル久留米 5階 「千歳の間 l

この 頁 の 小 計 26′ 130′ 000

Zゝ
rコ =ユ

.

口 I
26′ 130′ 000

※  「開催場所」欄については、県外にあっては都道府県名から、県内にあっては
市郡名から記入 し、会場名まで記入 してください。
(例)東京都港区○01丁 目1-1 00ホ テル○○の間

神奈川県横浜市中区〇〇 2丁 目2-2 00ホ テル○○の間
福岡市博多区○03丁 目3-3 00ホ テル○○の間
糟屋郡宇美町○04-4 00会 館○○の間

※ 様式 (その 3)の うち特定パーティーについて記載すること。
前年以前の収入がある場合、備考欄に前年分の収入金額及び対価の支払をした者の数を記入すること。
他の政治団体と共同で開催 した場合にあっては、その旨及び当該他の政治団体の名称を備考欄に記載すること。

特パ収入内訳



(その11)

(11)政治資金パーティーの対価に係る収入の内訳
政治資金パーティーの名称 令和5年 服部誠太郎政経文化セミナー (福岡 )

対価の支払をした者の区分 政治団体

対価の支払をした者の氏名
(団体にあつては、その名称)

金額 (円 ) 年月日
住所 (団体にあっては、主たる事務
所の所在地 )

職業 (団体にあつては、
代表者の氏名)

備 考

福岡県歯科医師連盟 300′ 000 R5.11.2 福岡市中央区大名 1丁 目12番 43号 江里 能成

この 頁 の 小 計 300′ 000

△
口

二 :

昌T 300′ 000

※  「住所」欄については、県外にあつては都道府県名か ら、県内にあっては市郡名か ら

記入 して ください。

※ 様式 (そ の 3)の うち一つの政治資金パーティーにおいて、同一の者からの対価の支払でその金額の合計額が 20万円を超える
ものについて記載すること。前年以前の支払いをした者がある場合、備考欄に前年分の支払金額及び年月 日を記載すること。 パ収入内訳



(その13)

3 支出項目別金額の内訳
1 の

項 「
コ

目 金額 (円 )

備考 (※ )

1 経常経費

(1)人 件費

(2)光 熱水費

千日 備品・消耗品費

(4)事 務所費

小    計

17′ 933′ 537

|「 資金管理団体」又は「国会議員関係政治団体」

⌒ |である期間中の支出は、項目(人件費を除く)ご
tり |と に様式(その14)に 内訳を記載すること

289′ 154 ⑦

469′038 ③

5′ 684′ 423 ⑨

24′ 376′ 152 ヽ
ソ

石
ゝ (⑥～⑨の計)

2 政治活動費

(1)組 織活動費

(2)選 挙関係費

(3)機 関紙誌の発行その他の事業費

(4)調 査研究費

(5)寄 附・交付金

(6)そ の他の経費

小   言十

11′ 410′ 139

項 目ごとに 様式 (その 15)に 内訳を記載すること

①

0 ⑫ l

9′ 281′ 984 ⑬ (ア +イ +ウ +工 )

0

∩
）

9′ 281′ 984

346′ 020 ⑭

360′ 000 ⑮

17′ 493′637 ⑬

38′ 891′ 780 ① (①～①の計)

△       =準
にI       口 |

63′ 267′ 932 (⑩+① )

※ 立_出土 が当ラ」里1盗 :≦笙≧△自lXl重立 剖三Klbる Lのにつしヽて生_項週 ごとの笙睦』置窒皿ヒ ☆支出がある場合は、本様式は必須となる。
記入 し、併せてその内訳を様式 (そ の 16)に より報告すること。

ア 機関紙誌の発行事業費

イ 宣伝事業費

ウ 政治資金パーティー開催事業費

その他の事業費コE



(その14)

(2)経常経費 (人件費を除く。)の内訳 項目別区分 光熱水費

支出の目的 金額 (円 ) 年月日
支出を受けた者の氏名

(団体にあっては、その名称 )

支出を受けた者の住所(団 体に
あっては、主たる事務所の所在地)

備 考

12月 分光熱水費 / 20′ 592/ R5。 1。 lg (株)岡部不動産 / 中間市中間 1丁 目8-7

1月 分光熱水費 / 29′ 302ノ R5。 2.24 (株)岡部不動産
´

中間市中間 1丁 目8-7

2月 分光熱水費 / 28′974/ R5。 3.20 (株)岡部不動産 / 中間市中間 1丁 目8-7

3月 分光熱水費 26,336' R5。 4。 21 (株)岡部不動産
/

中間市 中間 1丁 目8-7

4月 分光熱水費
/

16′ 665/ R5。 5。 16 (株)岡部不動産
/

中間市中間 1丁 目8-7

5月 分光熱水費 ′ 18,57 4' R5。 6。 21 (株)岡部不動産
/

中間市中間 1丁 目8-7

6月 分光熱水費 / 18′ 282/ R5。 7.11 (株)岡部不動産
/

中間市中間 1丁 目8-7

7月 分光熱水費 / 28′ 675/ R5.8.18 (株)岡部不動産
/

中間市中間 1丁 目8-7

8月 分光熱水費
/ 26,L69' R5.9.8 (株)岡部不動産

/

中間市中間 1丁 目8-7

9月 分光熱水費 / 34 799
′ R5。 10。 11 (株)岡部不動産

/

中間市中間 1丁 目8-7

10月 分光熱水費 / t9,074: R5。 11.13 (株)岡部不動産 中間市中間 1丁 目8-7

11月 分光熱水費 21′ 712 R5.12.20 (株)岡部不動産
′

中間市中間 1丁 目8-7

こ の 頁 の 小 計 289′ 154

そ の 他 の 支 出 0

〈
口

二 :

昌T 289′ 154

※ この様式は、 「国会議員関係政治団体」又は 「資金管理団体」である期間中に係る
人件費以外の経常経費の支出について記載するものであること。

※ 1件 5万円以上の支出は、個々の内容 (支 出の目的、金額、年月日、支払先等)を記載 し、その領収書等の写しを添付すること。
ただし「国会議員関係政治団体」期間中の支出については、上記によらず 1件 1万 円超の支出について個々の内容を記載 し、
その領収書等の写しを添付すること。これ ら以外の少額の支出については、一括 して 「その他の支出」欄にその合計額を記載すること。

経常経費の内訳



(その14)

(2)経常経費 (人件費を除く。)の内訳 項目別区分 備品・消耗品費

支出の目的 金額 (円 ) 年月日
支出を受けた者の氏名

(団体にあっては、その名称)

支出を受けた者の住所(団体に
あっては、主たる事務所の所在地)

備 考

携帯電話 / 123′ 3951 R5.4.2/ a Style原四ツ角
/

福岡市早良区原6-22-30/

こ の 頁 の 小 計 123′ 395

そ の 他 の 支 出 345′ 643

〈
ロ

二上
口 I

469′ 038

※ この様式は、 「国会議員関係政治団体」又は 「資金管理団体」である期間中に係る
人件費以外の経常経費の支出について記載するものであること。

※ 1件 5万円以上の支出は、個々の内容 (支出の目的、金額、年月 日、支払先等)を記載 し、その領収書等の写 しを添付すること。
ただし「国会議員関係政治団体」期間中の支出については、上記によらず 1件 1万 円超の支出について個々の内容を記載 し、
その領収書等の写しを添付すること。これ ら以外の少額の支出については、一括 して 「その他の支出」欄にその合計額を記載すること。

経常経費の内訳



(その14)

(2)経常経費 (人件費を除く。)の内訳 項目別区分 事務所費

支出の目的 金額 (円 ) 年月日
支出を受けた者の氏名

(団体にあっては、その名称)

支出を受けた者の住所(団 体に
あっては、主たる事務所の所在地)

備 考

賃借料 2月 分 / 340′ 081 R5。 1。 18 (株)岡部不動産
″

中間市中間 1丁 目8-7

賃借料 3月 分
/ 340,08L: R5。 2.24/ (株)岡部不動産

′
中間市中間 1丁 目8-7

賃借料 4月 分
/ 340,08L' R5。 3。 20 (株)岡部不動産

/

中間市中間 1丁 目8-7

賃借料 5月 分 ′ 340′ 081 R5.4.21 (株)岡部不動産
/

中間市中間 1丁 目8-7

賃借料 6月 分 340′ 081 R5.5。 16 (株)岡部不動産
/

中間市中間 1丁 目8-7

賃借料 7月 分 / 340′ 081′ R5。 6。 21 (株)岡部不動産
/

中間市中間 1丁 目8-7

賃借料 8月 分
/ 340,081 R5,7.11 (株)岡部不動産

/
中間市中間 1丁 目8-7

賃借料 9月 分
′ 34O,OBL, R5.8.18/ (株)岡部不動産

′
中間市中間 1丁 目8-7

賃借料 10月 分 340,081' R5。 9.8 (株)岡部不動産
ノ

中間市中間 1丁 目8-7

賃借料 11月 分
′

340′ 081 R5。 10。 11 (株)岡部不動産
/

中間市中間 1丁 目8-7

賃借料 12月 分
/

340′ 081 R5。 11.13 (株)岡部不動産
/

中間市中間 1丁 目8-7

賃借料 1月 ハ
/

, 一 /」 ノJ 340′ 081 R5。 12.20 (株)岡部不動産
ノ

中間市中間 1丁 目8-7

こ の 頁 の 小 計 4′ 080′ 972

そ の 他 の 支 出
△
口 =:↓口 l

※ この様式は、 「国会議員関係政治団体」又は 「資金管理団体」である期間中に係る
人件費以外の経常経費の支出について記載するものであること。

※ 1件 5万円以上の支出は、個々の内容 (支出の目的、金額、年月 日、支払先等)を記載 し、その領収書等の写しを添付すること。
ただし「国会議員関係政治団体」期間中の支出については、上記によらず 1件 1万 円超の支出について個々の内容を記載 し、
その領収書等の写しを添付すること。これ ら以外の少額の支出については、一括 して 「その他の支出」欄にその合計額を記載すること。

経常経費の内訳



(その14)

(2)経常経費 (人件費を除く。)の内訳 項目別区分 事務所費

支出の目的 金額 (円 ) 年月日 支出を受けた者の氏名
(団体にあつては、その名称 )

支出を受けた者の住所(団 体に
あっては、主たる事務所の所在地)

備 考

電話使用料 12月 請求分
/ L8,724: R5。 1.11( NTTフ ァイナンス (株 )′ 東京都港区港南 1丁 目2-70

電話使用料 1月 請求分
′

1 1 14 5 R5.2.14 NTTフ ァイナ ンス (株 ) 東京都港区港南 1丁 目2-70/

電話使用料 2月 請求分 / 9′ 376 R5。 3。 10 NTTフ ァイナ ンス (株 ) 東京都港区港南 1丁 目2-70

電話使用料 3月 請求分
/ 10′ 291 R5.4.11 NTTフ ァイナンス (株 )/ 東京都港区港南 1丁 目2-70/

電話使用料 4月 請求分
/ 9,933' R5。 5.9/ NTTフ ァイナンス (株 )′ 東京都港区港南 1丁 目2-70

電話使用料 5月 請求分
′

9′273 R5。 6.9 NTTT r4t>z (ffi)' 東京都港区港南1丁 目2-7σ

電話使用料 6月 請求分
′ 8 498 R5。 7.11. NTTフ ァイナ ンス (株 ) 東京都港区港南 1丁 目2-70

電話使用料 7月 請求分
′

8′868 R5.8.8/ NTTTr4f>z (ffi| 東京都港区港南 1丁 目2-70

電話使用料 8月 請求分 / 8′465 R5.9.8/ NTTTr4f>z (t )' 東京都港区港南 1丁 目2-70

電話使用料 9月 請求分 8,7 0B: R5。 10.6 NTTフ ァイナ ンス (株 ) 東京都港区港南 1丁 目2-70

電話使用料 10月 請求分
′

10′ 135 R5。 11.7 NTTフ ァイナ ンス (株 ) 東京都港区港南 1丁 目2-70

電話使用料 11月 請求分 8′ 298 R5.12.11 NTTTr4t>z (ffi)' 東京都港区港南1丁 目2-7σ

こ の 頁 の 小 計 121′ 714

そ の 他 の 支 出 1′ 481′ 737

△
rコ

二 :

昌T 5′ 684′ 423

※ この様式は、 「国会議員関係政治団体」又は 「資金管理団体」である期間中に係る
人件費以外の経常経費の支出について記載するものであること。

※ 1件 5万円以上の支出は、個々の内容 (支 出の目的、金額、年月 日、支払先等)を記載 し、その領収書等の写 しを添付すること。
ただし「国会議員関係政治団体」期間中の支出については、上記によらず 1件 1万 円超の支出について個々の内容を記載 し、
その領収書等の写しを添付すること。これ ら以外の少額の支出については、一括 して 「その他の支出」欄にその合計額を記載すること。

経常経費の内訳



(その15)

(3)政治活動費の内訳 項目別区分 組織活動費 〔 会場借上 〕

支出の目的 金額 (円 ) 年月日
支出を受けた者の氏名

(団体にあっては、その名称)

支出を受けた者の住所(団 体に

あっては、主たる事務所の所在地)
備 考

会場借上料
/ 135,468' R5.2.21 翠香園 (株 )/ 久留米市櫛原町87

会場借上料
′ 136′ 640/ R5. 1. 18' 麻生開発マネジメン ト (株 )

のがみフ
°
レシ

゛
テ
゛
ントホテル 飯塚市新立岩 12-37

会場借上料 / 85′ 822 R5.3.14 (株)京都館 ´

みやこホテル 行橋市宮市町9-18

会場借上料 / 226′ 280′ R5. 10. 11' (株)リ ーガロイヤルホテル小倉 北九州市小倉北区浅野 2丁 目14-2

アルバイ ト料
〆 67′856 R5.9,1 矢部雅幸 福岡市西区野方2-27-16

アルバイ ト料 ′ 53′ 316 R5。 9。 1 杉本修一 三養基郡基山町けやき台1-31-14

アルバイ ト料
′

72′ 703/ R5.9.1 櫻井教雄
/

宗像市 自由ヶ丘7-34-2

アルバイ ト料 / 67′ 856´ R5.9。 1 
′

末安徹志 / 大野城市曙町2-1-37-205´

アルバイ ト料
/ 77′ 550/ R5.9.1 野田宏明

/

北九州市小倉北区大手町5-23-902

こ の 頁 の 小 計 923′ 491

そ の 他 の 支 出
Zゝ ニユ.

口 l口

※ この様式は、 「国会議員関係政治団体」又は 「資金管理団体」である期間中に係る
人件費以外の経常経費の支出について記載するものであること。

※ 1件 5万円以上の支出は、個々の内容 (支 出の目的、金額、年月 日、支払先等)を記載 し、その領収書等の写 しを添付すること。
ただし「国会議員関係政治団体」期間中の支出については、上記によらず 1件 1万 円超の支出について個々の内容を記載 し、
その領収書等の写しを添付すること。これ ら以外の少額の支出については、一括 して 「その他の支出」欄にその合計額を記載すること。

政治活動費の内訳



(その15)

(3)政治活動費の内訳 項目別区分 組織活動費 〔 携帯使用料 〕

支出の目的 金額 (円 ) 年月日
支出を受けた者の氏名

(団体にあつては、その名称)

支出を受けた者の住所(団体に
あっては、主たる事務所の所在地)

備 考

携帯電話通話料 (R4.10) 4,772: R5.2.6 相場公博 飯塚市菰田西1-3-28′

携帯電話通話料 (R4.11)′ 3′ 962´ R5.2.6 相場公博 飯塚市菰田西1-3-28

携帯電話通話料 (R4.12)/ 3′ 896 R5.3.29 相場公博 飯塚市菰田西1-3-28

携帯電話通話料 (R5.1) 3′899 R5。 3.29 相場公博 飯塚市菰田西1-3-28

携帯電話通話料 (R5.2) 3′982 R5.3.29 相場公博 飯塚市菰田西1-3-28

携帯電話通話料 (R5.3) 4′ 160′ R5.5.31 相場公博 飯塚市菰田西1-3-28/

携帯電話通話料 (R5.4)′ 4′ 338 R5.5.31 相場公博
′

飯塚市菰 田西 1-3-28′

携帯電話通話料 (R5.5)/ 3′950 R5.8.30 相場公博
ン

飯塚市菰田西1-3-28/

携帯電話通話料 (R5.6) 3′933` R5.8.30 相場公博
′

飯塚市菰田西 1-3-28´

携帯電話通話料 (R5。 7)/ 4′ 911 R5.8.30 相場公博
/

飯塚市菰田西1-3-28

携帯電話通話料 (R5.8) 5′488 R5.11.13 相場公博
′

飯塚市菰田西1-3-28

携帯電話通話料 (R5.9)/
EJ

つ
′59 R5.11.13 相場公博

/

飯塚市菰田西1-3-28

携帯電話通話料 (R5,10) 5′815 R5. t2.27' 相場公博
′

飯塚市菰田西 1-3-28′

携帯電話通話料 (R5.11)′ 5′ 773 R5。 12.27 相場公博
′

飯塚市菰田西1-3-281

こ の 頁 の 小 計 64′038

そ の 他 の 支 出

△
口

二 :

昌T

※ この様式は、 「国会議員関係政治団体」又は 「資金管理団体」である期間中に係る
人件費以外の経常経費の支出について記載するものであること。

※ 1件 5万円以上の支出は、個々の内容 (支 出の目的、金額、年月日、支払先等)を記載 し、その領収書等の写しを添付すること。
ただし「国会議員関係政治団体」期間中の支出については、上記によらず 1件 1万 円超の支出について個々の内容を記載 し、
その領収書等の写しを添付すること。これら以外の少額の支出については、一括 して 「その他の支出」欄にその合計額を記載すること。

政治活動費の内訳



(その15)

(3)政治活動費の内訳 項目別区分 組織活動費 〔 携帯使用料 〕

支出の目的 金額 (円 ) 年月日
支出を受けた者の氏名

(団体にあっては、その名称)

支出を受けた者の住所(団 体に
あっては、主たる事務所の所在地)

備 考

携帯電話通話料 (R5.1) 6′ 790/ R5.5.10 藤 田修司
´

鳥栖市柚比町191-5´

携帯電話通話料 (R5.2) 8′ 519′ R5。 5.10′ 藤田修司
´

鳥栖市柚比町191-5

携帯電話通話料 (R5.3) 8′625 R5.5.10 藤 田修司 鳥栖市柚比町191-5

携帯電話通話料 (R5.4)′ 8′ 461′ R5。 7.24 藤田修司
´

鳥栖市柚比町191-5´

携帯電話通話料 (R5.5)ノ 8′448` R5。 7.24 藤田修司 鳥栖市柚比町191-5

携帯電話通話料 (R5.6)′ 8′881 R5.7.24 藤 田修司
/

鳥栖市柚比町191-5´

携帯電話通話料 (R5.7) 8′454 R5.12.27 藤 田修司 鳥栖市柚比町191-5/

携帯電話通話料 (R5.8)′ 8′434 R5.12.27 藤田修司 鳥栖市柚比町191-5´

携帯電話通話料 (R5.9)′ 8′467 R5.12.27 藤 田修司
′

鳥栖市柚比町191-5/

携帯電話通話料 (R5。 10)′ 20′051 R5,12.27 藤 田修司
′

鳥栖市柚比町191-5´

携帯電話通話料 (R5.11)/ 8′474 R5.12.27( 藤 田修司 鳥栖市柚比町191-5

こ の 頁 の 小 計 103′ 604

そ の 他 の 支 出
△
ロ

暑ユ.

口 :

※ この様式は、 「国会議員関係政治団体」又は 「資金管理団体」である期間中に係る
人件費以外の経常経費の支出について記載するものであること。

※ 1件 5万円以上の支出は、個々の内容 (支 出の目的、金額、年月日、支払先等)を記載 し、その領収書等の写 しを添付すること。
ただし「国会議員関係政治団体」期間中の支出については、上記によらず 1件 1万円超の支出について個々の内容を記載 し、
その領収書等の写しを添付すること。これ ら以外の少額の支出については、一括 して 「その他の支出」欄にその合計額を記載すること。

政治活動費の内訳



(その15)

(3)政治活動費の内訳 項目別区分 組織活動費 〔 携帯使用料 〕

支出の目的 金額 (円 ) 年月日
支出を受けた者の氏名

(団体にあつては、その名称)

支出を受けた者の住所(団体に
あっては、主たる事務所の所在地)

備 考

携帯電話通話料 (R5.4)´ 14′ 583 R5.6.14‐ 大山威 福岡市城南区茶山4-17-20-30f

携帯電話通話料 (R5.5)′ 8′650 R5.6.14 大山威 福岡市城南区茶山4-17-20-301

携帯電話通話料 (R5.6)/ 7′372 R5.8.4 大山威
/

福岡市城南区茶山4-17-20-301

携帯電話通話料 (R5.7) 6′ 811′ R5.9.15 大山威 福岡市城南区茶山4-17-20-301

携帯電話通話料 (R5.8) 5′ 711 R5.10.18 大山威 福岡市城南区茶山4-17-20-301

携帯電話通話料 (R5.9) 5′ 727 R5,11.14 大山威 福岡市城南区茶山4-17-20-301

携帯電話通話料 (R5.10)/ 5′ 757 R5。 12.18 大山威
´

福岡市城南区茶山4-17-20-301

こ の 頁 の 小 計 54′611

そ の 他 の 支 出 10′ 264′ 395

Zゝ 二 :

目Trコ
11′ 410′ 139

※ この様式は、 「国会議員関係政治団体」又は 「資金管理団体」である期間中に係る
人件費以外の経常経費の支出について記載するものであること。

※ 1件 5万円以上の支出は、個々の内容 (支出の目的、金額、年月 日、支払先等)を記載 し、その領収書等の写しを添付すること。
ただし「国会議員関係政治団体」期間中の支出については、上記によらず 1件 1万 円超の支出について個々の内容を記載 し、
その領収書等の写しを添付すること。これ ら以外の少額の支出については、一括 して 「その他の支出」欄にその合計額を記載すること。

政治活動費の内訳



(その15)

(3)政治活動費の内訳 項目別区分 政治資金パーティー開催事業費 〔 令和4年 服部誠太郎政経文化セミナー(北九州〕

支出の目的 金額 (円 ) 年月日
支出を受けた者の氏名

(団体にあつては、その名称)

支出を受けた者の住所(団 体に
あっては、主たる事務所の所在地)

備 考

セ ミナー記念品代
/

423′ 910/ R5。 1.18 (株)湖月堂
/

北九州市小倉北区赤坂海岸3-2

会場借上料
/

1′ 063′ 590 R5,1.20/ (株)リ ーガロイヤルホテル小倉 北九州市小倉北区浅野 2丁 目14-2

こ の 頁 の 小 計 1′ 487′ 500

そ の 他 の 支 出
（
Ｕ

′ゝ
「コ =■

.

口 I

1′ 487′ 500

※ この様式は、 「国会議員関係政治団体」又は 「資金管理団体」である期間中に係る
人件費以外の経常経費の支出について記載するものであること。

※ 1件 5万円以上の支出は、個々の内容 (支 出の目的、金額、年月 日、支払先等)を記載 し、その領収書等の写しを添付すること。
ただし「国会議員関係政治団体」期間中の支出については、上記によらず 1件 1万 円超の支出について個々の内容を記載 し、
その領収書等の写しを添付すること。これら以外の少額の支出については、一括 して 「その他の支出」欄にその合計額を記載すること。

政治活動費の内訳



(その15)

(3)政治活動費の内訳 項目別区分 政治資金パーティー開催事業費 〔 令和5年 服部誠太郎政経文化セミナー(筑後)〕

支出の目的 金額 (円 ) 年月日
支出を受けた者の氏名

(団体にあつては、その名称 )

支出を受けた者の住所(団 体に
あっては、主たる事務所の所在地)

備 考

会場借上料 347 ,g3o' R5.1.26 (株)イ ーアン ドイーホテル
′

ハイネスホテル久留米
久留米市天神町 1-6

セ ミナー記念品代
´

495′ 050 R5.2.1 隆勝堂フーズ (株 )′ 人女市蒲原 729-1

こ の 頁 の 小 計 842′ 980

そ の 他 の 支 出 122′ 297

Zゝ
=■

.

口 i『 コ
965′ 277

※ この様式は、 「国会議員関係政治団体」又は 「資金管理団体」である期間中に係る
人件費以外の経常経費の支出について記載するものであること。

※ 1件 5万 円以上の支出は、個々の内容 (支 出の目的、金額、年月 日、支払先等)を記載 し、その領収書等の写しを添付すること。
ただし「国会議員関係政治団体」期間中の支出については、上記によらず 1件 1万 円超の支出について個々の内容を記載 し、
その領収書等の写しを添付すること。これ ら以外の少額の支出については、一括 して 「その他の支出」欄にその合計額を記載すること。

政治活動費の内訳



(その15)

(3)政治活動費の内訳 項目別区分 政治資金パーティー開催事業費 〔 令和5年 服部誠太郎政経文化セミナー(筑豊)〕

支出の目的 金額 (円 ) 年月日
支出を受けた者の氏名

(団体にあつては、その名称)

支出を受けた者の住所(団体に

あっては、主たる事務所の所在地)
備 考

セ ミナー記念品代
/ 345′ 550´ R5.2.21 倉重雅_ノ

(倉重酒店 ) 飯塚市伊川535-17

会場借上料 / 439′ 670 R5.2.24 麻生開発マネジメン ト (株 )

σ)が ′,フ
°
レシ

゛
テ
゛
ントホテル 飯塚市新立岩 12-37

こ の 頁 の 小 計 785′ 220

そ の 他 の 支 出 84′ 682

△
rコ

二 :

日T 869′ 902

※ この様式は、 「国会議員関係政治団体」又は 「資金管理団体」である期間中に係る
人件費以外の経常経費の支出について記載するものであること。

※ 1件 5万円以上の支出は、個々の内容 (支 出の目的、金額、年月 日、支払先等)を記載 し、その領収書等の写しを添付すること。
ただし「国会議員関係政治団体」期間中の支出については、上記によらず 1件 1万 円超の支出について個々の内容を記載 し、
その領収書等の写しを添付すること。これ ら以外の少額の支出については、一括 して 「その他の支出」欄にその合計額を記載すること。

政治活動費の内訳



(その15)

(3)政治活動費の内訳 項目別区分 政治資金パーティー開催事業費 〔 令和5年 服部誠太郎政経文化セミナー(京築)〕

支出の目的 金額 (円 ) 年月日
支出を受けた者の氏名

(団体にあっては、その名称)

支出を受けた者の住所(団体に
あっては、主たる事務所の所在地)

備 考

セ ミナー券印刷代 110′ 550/ R5.2.211 (株)ド ミックスコーポレーション 福岡市博多区博多駅南6-6-1

セ ミナー記念品代
′ 372,550' R5.5。 16 大村製菓 (有 )/ 行橋市大橋3-11-20

会場借上料
/

342′ 240 R5.5.16 (株)京都館
′

みやこホテル 行橋市宮市町9-18

こ の 頁 の 小 計 825′ 340

そ の 他 の 支 出 111′870

△
「コ

二 :

昌T 937′ 210

※ この様式は、 「国会議員関係政治団体」又は 「資金管理団体」である期間中に係る
人件費以外の経常経費の支出について記載するものであること。

※ 1件 5万円以上の支出は、個々の内容 (支出の目的、金額、年月 日、支払先等)を記載 し、その領収書等の写しを添付すること。
ただし「国会議員関係政治団体」期間中の支出については、上記によらず 1件 1万 円超の支出について個々の内容を記載 し、
その領収書等の写しを添付すること。これら以外の少額の支出については、一括 して 「その他の支出」欄にその合計額を記載すること。

政治活動費の内訳



(その15)

(3)政治活動費の内訳 項目別区分 政治資金パーティー開催事業費 〔 令和5年 服部誠太郎政経文化セミナー(福岡)〕

支出の目的 金額 (円 ) 年月日
支出を受けた者の氏名

(団体にあっては、その名称)

支出を受けた者の住所(団 体に
あっては、主たる事務所の所在地)

備 考

セ ミナー券印刷代
ノ 275′ 550 R5.8.18 (株)ド ミックスコーポ レーション 福岡市博多区博多駅南6-6-1

会場借上料
′

2′ 874′ 245 R5.11.29 (株)ニ ューオータニ九州
ホテルニューオータニ博多

福岡市中央区渡辺通1-1-2

セ ミナー記念品代
/

993′ 020 R5.12.20 (株)石村萬盛堂
′

大野城市仲畑2-12-38

セ ミナー講師料
′

89′ 790´ R5。 11.8 大西俊輔
′

福岡市中央区薬院3-3-13

こ の 頁 の 小 計 4′ 232′ 605

そ の 他 の 支 出 116′ 290

△ .

rコ

二 :

昌T 4′ 348′ 895

※ この様式は、 「国会議員関係政治団体」又は 「資金管理団体」である期間中に係る
人件費以外の経常経費の支出について記載するものであること。

※ 1件 5万 円以上の支出は、個々の内容 (支 出の目的、金額、年月日、支払先等)を記載 し、その領収書等の写しを添付すること。
ただし「国会議員関係政治団体」期間中の支出については、上記によらず 1件 1万 円超の支出について個々の内容を記載 し、
その領収書等の写しを添付すること。これら以外の少額の支出については、一括 して 「その他の支出」欄にその合計額を記載すること。

政治活動費の内訳



(その15)

(3)政治活動費の内訳 項目別区分 政治資金パーティー開催事業費 〔令和6年 服部誠太郎政経文化セミナー (北九州
〕

支出の目的 金額 (円 ) 年月日
支出を受けた者の氏名

(団体にあっては、その名称)

支出を受けた者の住所(団体に

あっては、主たる事務所の所在地)
備 考

セ ミナー券印刷代 275′ 550′ R5.9.13 (株)ド ミックスコーポレーション 福岡市博多区博多駅南6-6-1

こ の 頁 の 小 計 275′ 550

そ の 他 の 支 出
∩

）

△
『コ

二 :

員T 275′ 550

※ この様式は、 「国会議員関係政治団体」又は 「資金管理団体」である期間中に係る
人件費以外の経常経費の支出について記載するものであること。

※ 1件 5万円以上の支出は、個々の内容 (支 出の目的、金額、年月日、支払先等)を記載 し、その領収書等の写しを添付すること。
ただし「国会議員関係政治団体」期間中の支出については、上記によらず 1件 1万 円超の支出について個々の内容を記載 し、
その領収書等の写 しを添付すること。これら以外の少額の支出については、一括 して 「その他の支出」欄にその合計額を記載すること。

政治活動費の内訳



(その15)

(3)政治活動費の内訳 項目別区分 政治資金パーティー開催事業費 〔 令和6年 服部誠太郎政経文化セミナー(筑後)〕

支出の目的 金額 (円 ) 年月日
支出を受けた者の氏名

(団体にあつては、その名称 )

支出を受けた者の住所(団体に
あっては、主たる事務所の所在地)

備 考

セ ミナー券印刷代 176′ 550 R5.10.11 (株)ド ミックスコーポレーション 福岡市博多区博多駅南6-6-1

セ ミナー券印刷代 55′ 55σ R5.11.6 (株)ド ミックスコーポレーション 福岡市博多区博多駅南6-6-1

こ の 頁 の 小 計 232′ 100

そ の 他 の 支 出
（
Ｕ

△
rコ =上口 I

232′ 100

※ この様式は、 「国会議員関係政治団体」又は 「資金管理団体」である期間中に係る
人件費以外の経常経費の支出について記載するものであること。

件

だ

の

１
た

そ

5万 円以上の支出は、個々の内容 (支出の目的、金額、年月 日、支払先等)を記載 し、その領収書等の写 しを添付すること。
し「国会議員関係政治団体」期間中の支出については、上記によらず 1件 1万 円超の支出について個々の内容を記載 し、
領収書等の写しを添付すること。これら以外の少額の支出については、一括 して 「その他の支出」欄にその合計額を記載すること。

政治活動費の内訳

※



(その15)

(3)政治活動費の内訳 項目別区分 政治資金パーティー開催事業費 〔 令和6年 服部誠太郎政経文化セミナー(筑豊)〕

支出の目的 金額 (円 ) 年月日
支出を受けた者の氏名

(団体にあつては、その名称)

支出を受けた者の住所(団体に
あっては、主たる事務所の所在地)

備 考

セ ミナー券印刷代 ′ 165′ 550 R5.11.21 (株)ド ミックスコーポレーション 福岡市博多区博多駅南6-6-1

こ の 頁 の 小 計 165′ 550

そ の 他 の 支 出 0

ノゝ
Eコ

暑止
口 i

165′ 550

※ この様式は、 「国会議員関係政治団体」又は「資金管理団体」である期間中に係る
人件費以外の経常経費の支出について記載するものであること。

※ 1件 5万円以上の支出は、個々の内容 (支 出の目的、金額、年月 日、支払先等)を記載 し、その領収書等の写しを添付すること。
ただし「国会議員関係政治団体」期間中の支出については、上記によらず 1件 1万 円超の支出について個々の内容を記載 し、
その領収書等の写しを添付すること。これら以外の少額の支出については、一括 して 「その他の支出」欄にその合計額を記載すること。

政治活動費の内訳



(その15)

(3)政治活動費の内訳 項目別区分 調査研究費 〔 書籍購入 〕

支出の目的 金額 (円 ) 年月日
支出を受けた者の氏名

(団体にあつては、その名称 )

支出を受けた者の住所(団体に
あっては、主たる事務所の所在地)

備 考

こ の 頁 の 小 計
∩
）

そ の 他 の 支 出 346′ 020

Zゝ
『コ

二 :

員T 346′ 020

※ この様式は、 「国会議員関係政治団体」又は 「資金管理団体」である期間中に係る
人件費以外の経常経費の支出について記載するものであること。

※ 1件 5万円以上の支出は、個々の

ただし「国会議員関係政治団体」
その領収書等の写 しを添付するこ

容

間

ｏ

内

期

と

(支 出の目的、金額、年月日、支払先等)を記載 し、その領収書等の写しを添付すること。
中の支出については、上記によらず 1件 1万 円超の支出について個々の内容を記載 し、
これら以外の少額の支出については、一括 して 「その他の支出」欄にその合計額を記載すること。

政治活動費の内訳



(3)政治活動費の内訳 項目別区分 寄附・交付金 〔 〕

支出の目的 金額 (円 ) 年月日
支出を受けた者の氏名

(団体にあつては、その名称 )

支出を受けた者の住所(団体に
あっては、主たる事務所の所在地)

備 考

寄附 ´ 60′ 000/ R5.3.20´ (一財)国民政治協会福岡県支部 福岡市博多区冷泉町1-3-811

寄附 ノ 240′ 000 R5.8.21 福岡県農政連 福岡市中央区天神4-10-12

寄 附 60,ooo' R5.9.8 (一財)国民政治協会福岡県支部 福岡市博多区冷泉町1-3-811

こ の 頁 の 小 計 360′ 000

そ の 他 の 支 出
（
Ｕ

Zゝ
ロ =上口 :

360′ 000

(その15)

※ この様式は、 「国会議員関係政治団体」又は 「資金管理団体」である期間中に係る
人件費以外の経常経費の支出について記載するものであること。

件

だ

の

１
た

そ

5万 円以上の支出は、個々の内容 (支 出の目的、金額、年月 日、支払先等)を記載 し、その領収書等の写しを添付すること。
し「国会議員関係政治団体」期間中の支出については、上記によらず 1件 1万 円超の支出について個々の内容を記載 し、
領収書等の写しを添付すること。これら以外の少額の支出については、一括 して 「その他の支出」欄にその合計額を記載すること。

政治活動費の内訳

※



(その15)

(3)政治活動費の内訳 項目別区分 その他の経費 〔 借入金返済 〕

支出の目的 金額 (円 ) 年月日
支出を受けた者の氏名

(団体にあつては、その名称 )

支出を受けた者の住所(団 体に
あっては、主たる事務所の所在地)

備 考

借入金返済 (利息込)/ 17′ 493′ 637: R5.12.19 服部誠太郎 福岡市中央区白金 2-14-6

こ の 頁 の 小 計 17′ 493′637

そ の 他 の 支 出
（
Ｕ

△
口

二 :

日T 17′ 493′637

※ この様式は、 「国会議員関係政治団体」又は「資金管理団体」である期間中に係る
人件費以外の経常経費の支出について記載するものであること。

※ 1件 5万円以上の支出は、個々の内容 (支出の目的、金額、年月 日、支払先等)を記載 し、その領収書等の写しを添付すること。
ただし「国会議員関係政治団体」期間中の支出については、上記によらず 1件 1万 円超の支出について個々の内容を記載 し、
その領収書等の写 しを添付すること。これら以外の少額の支出については、一括 して 「その他の支出」欄にその合計額を記載すること。

政治活動費の内訳



(その17)

1 資産等の総括表

資 産 等 の 状 況

資 産 等 の 有 無

資 産 等 の 項 目 別 区 分 ★ (※ )
/同 征 備   考

ア 土  地

イ 建  物

ウ 建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権 □

/ヽ
_ ~ロ~和

オ
｀

預金 (普通預金及び当座預金を除く。)又 は貯金 (普通貯金を除く。) □

力 金銭信託

キ 有価証券

ク 出資による権利

ケ 貸付先ごとの残高が 100万 円を超える貸付金

コ 支払われた金額が 100万 円を超える敷金 日

サ 取得の価額が 100万 円を超える施設の利用に関する権利 □ 日

シ 借入先ごとの残高が 100万 円を超える借入金

必須様式 (3/4)
※ 有の場合、その内訳を様式 (そ の 18)に 記入す ること。

□

□



(その18)

2資産等の項目別内訳

資 産 等 の 内 訳 項 目別区分 借入金

摘   要 金  額 年 月 日 備  考

服部 誠太郎 16′ 000′ 000

※ (そ の 17)で 「有」としたものについて、その内訳をア～シの別にそれぞれ別葉にして作成すること。
なお、各欄については、それぞれ下表に示す事項について記載すること。

資産の内訳

「項 目別 区分」欄 「摘要」欄 「金額」欄 「年月 日」欄 「備考」欄

ア 土  地 所在 取得の価額 取得年月 日 面積

イ 建  物 所 在 取得の価額 取得年月 日 床面積

ウ 地上権又は土地の賃借権 所在及び地上権又は賃借権の別 取得の価額 取得年月 日 面積

コ
= 動  産 品 目 取得の価額 取得年月 日 数 量

オ 預金又は貯金 「残高」 と記載す ること。 金 額

カ 金銭信託 「金銭信託」と記載すること。 金 額 設定年月 日

キ 有価証券 種類 取得の価額 取得年月 日 銘柄及び数量

ク 出資による権利 出資先 金 額 出資年月 日

ケ 貸付金 貸付先 貸付残高
コ 敷  金 支払先 金 額 支払年月 日

サ 施設の利用に関する権利 種類 取得の価額 取得年月 日 施設の名称

シ 借入金 借入先 借入残高



(その20)

た士p 垂≧董
にコ

童
日

巳

添付書類 (別添のとお り)

日 1 領収書等の写し

□ 2 監査意見書 (政党及び政治資金団体に限る。)

□ 3 政治資金監査報告書 (国会議員関係政治団体に限る。 )

この報告書は、政治資金規正法に従って作成 したものであって、真実に相違ありません。

宣誓 日

令和  6 年  2 月 26 日

政治団体の名称  誠友会

会計責任者の氏名 本目 ノ′ヽ
工ヽ

※ 以下は盤豊壁聖2目立ヱ菫菫2里二重匿塁豊」』螢虹己!二五重盤L生:堕二重目:当豊LC=圧:己丞すること。

代表者の氏名

(備考)「会計責任者の氏名」欄には、記名押印又は署名をすること。なお、署名の場合には、必ず会計責任者本人が自署すること。

解散する年の収支報告書である場合には、「代表者の氏名」欄にも記名押印又は署名をすること。なお、署名の場合には、必ず代表者本人が自署すること。

必須様式 (4/4)

宣誓日は、必ず記載し提出すること。


